
社会福祉法人 神戸市社会福祉協議会 長田区社会福祉協議会 

長田善意銀行金銭口座払出要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、社会福祉法人神戸市社会福祉協議会長田区社会福祉協議会が設置する善意銀行に

おける金銭口座の払い出しについて必要な事項を定めるものとする。 

 

（対象団体） 

第２条 一般寄附の払い出しの対象となる団体は、次の各号に掲げるものとする。 

(1) 長田区内において地域に根差した住民団体（自治会、婦人会、老人会、青少年育成協議会、こど

も会、民生委員児童委員協議会など） 

(2) ボランティア団体（原則として長田ボランティアセンターに登録しているもの） 

(3) 自助団体 

２ 前項に掲げる団体であっても、繰越金その他の資金に相当の余裕があり、その資金の使途が特定の

事業等に充てられることなく、事業実施に費用的な不足が認められない場合は、払い出しの対象とし

ない。 

 

（対象外団体） 

第３条 次に掲げる団体は、原則として払い出しの対象としない。 

(1) 社会福祉法人 

(2) 宗教法人 

(3) 医療法人 

(4) 学校法人 

(5) 営利法人 

(6) 国又は地方公共団体並びにそれらが設置する附属機関 

(7) 実行委員会等、その構成員に前各号に掲げる対象外団体の役員又は構成員が含まれている団体 

(8) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第 77 号）第２条第６号に規定

する暴力団員、役員若しくは実質的に経営に関与する者が暴力団員である法人等、その他暴力団

（同法第２条第２号に規定する暴力団をいう。）及び暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有

している団体 

２ ただし、前項(1)から(7)に掲げる団体については、常任委員会の役員会(以下、役員会)にて、地域

社会の福祉向上に効果的で、かつ先駆的な事業・活動であると認められた際には、対象として認める

ことができる。 

この場合、当該施設等の拠点が長田区内にあり、かつ営利事業とは独立した会計区分を設けているこ

とを要件とする。 

 

 

 



（対象事業） 

第４条 払い出しの対象となる事業は、主として長田区民を対象とし、政治・宗教又は営利を目的とせ

ず、地域福祉の向上に資するものであって、当該年度内にいずれか 1 つに限られ重複しての払い出し

はできないものとする。 

(1) 定期的に実施されている事業 

  ア 高齢者を対象としたつどいの場（ふれあい喫茶、サロン、世代間交流等） 

  イ こどもや若者を対象とした居場所や交流活動（こども食堂、放課後の学習支援等） 

  ウ 障害者を対象とした居場所や交流活動（交流イベント、作業支援、ピア活動等） 

  エ 疾病・依存症・生活課題などを共有する人々による自助活動（患者会、親の会、セルフヘルプ

グループ等） 

  オ 多世代・多様な住民が分け隔てなく集まる「ごちゃまぜの居場所」（地域交流サロン、インクル

ーシブな集いの場等） 

  カ 生活困窮世帯等への相談支援 

  キ 地域住民の交流活動（福祉的な目的を有する交流会、世代間交流事業、地域課題解決に資する

話し合い等。単なる飲食や娯楽を主目的とする活動は含まない） 

  ク ボランティア育成や地域福祉教育 

  ケ 安否確認や日常的な見守り活動 

  コ 地域の防災や防犯に関する住民主体の取組（自主防災組織による防災訓練、避難時要配慮者の

確認、子どもの安全確保活動等） 

  サ その他、地域福祉の向上に資すると認められる事業 

(2) 新規立ち上げ事業（試験的実施、再開等を含む） 

  前号に掲げる事業のうち、新規に立ち上げるもの。試験的に実施する事業も含む。 

(3) 周年事業 

  前号(1)に掲げる事業のうち周年を記念して実施する事業であって、周年行事は 3 年目以降とする。 

(4) 大規模事業 

  長田区全域を対象として実施し、かつ参加者が 1,000 人以上となる事業。 

 

（対象外事業） 

第５条 次に掲げる事業は対象外とする。 

(1) 懇親会等で、飲食のみを目的とする活動 

(2) 単に会員の慰労・娯楽のみを目的とする活動 

(3) 介護保険事業や障害福祉サービス事業等、事業実施に係る費用が報酬等により支弁される事業 

(4) 公の秩序または善良の風俗を害するおそれのある事業 

(5) その他、この要綱の趣旨に合わないと役員会が認める事業 

  

 

 

 



（対象経費） 

第６条 対象経費は、事業実施に要する経費全般とする。ただし、次に掲げる経費は対象外とする。 

(1) 団体の事務所維持費、人件費等の経常的運営経費（ただしボランティアへの謝礼を除く） 

(2) 施設の改修や設備の整備に係る経費。ただし、事業の実施に必要な備品の購入に要する経費はこ

の限りでない。 

(3) 事業実施に直接必要と認められない飲食費（打合せに係る飲食や、スタッフの親睦を目的とした

飲食を含む） 

(4) 定例の会議に係る経費 

(5) セミナー、研修等への参加費 

(6) 他の助成金と併用する場合、同一経費への重複助成となる費用 

(7) その他、この要綱の趣旨に合わないと役員会が認める経費 

  

（払い出し額） 

第７条 払い出し額は事業の内容に応じ、次のとおりとする。 

(1) 定期的に実施されている事業 上限３万円 

(2) 新規立ち上げ事業 上限５万円 

(3) 周年事業 上限５万円 

(4) 大規模事業 上限 20 万円。ただし、参加者が 1,000 人に満たない場合は、その規模に応じて上

限額を減額する。 

２ 同一団体に対する払い出しは、前項(1)及び(2)に掲げる事業について、累計 11 万円を超えた場合、

その後３年間は申請できない。ただし、３年間の空白期間を経た場合は累計額をリセットできる。 

３ 周年記念事業は、１度受けた場合、４年間は申請できない。 

４ 大規模事業は、１度受けた場合、５年間は申請できない。 

５ ただし、役員会にて、地域社会の福祉向上に効果的で、かつ先駆的な事業・活動であると認められ

た際には、払出を認めることができる。 

６ 前各項に定める「同一団体」には、下部組織、実質的に同一の構成員による別団体、又は名称のみ

を異にする団体を含むものとする。 

 

（手続） 

第８条 払い出しを希望する団体は、所定の申請書に事業計画書、収支予算書、振込先口座等を添えて

申請しなければならない。 

２ 申請を受理した後、役員会において審査を行い、決定通知書により結果を通知する。 

３ 払い出しを受けた団体は、事業終了後に実施報告書及び事業の記録を提出しなければならない。領

収書等の支出証拠書類については団体が適切に保管し、本会が求めた場合には提示しなければならな

い。残余金がある場合や進捗が認められない場合は返還を求めることがある。 

４ 虚偽の申請、目的外使用等があった場合は返還を求める。 

５ 払い出しの対象となる事業は年度を単位として区切るものとし、継続して実施する場合であって

も、毎年度改めて申請しなければならない。 



（指定寄附の払い出し） 

第９条 指定寄附の払い出しは、寄附時に寄附者の意向を尊重して協議の上行い、寄附額の概ね４分の

３を払い出す。ただし、役員会が、必要と認める場合はこの限りではない。 

２ 指定団体からの実施報告は原則不要とする。ただし、特定事業に対する寄附の場合は事業終了後に

内容の報告を求めることがある。 

 

（広報） 

第１０条 寄附者および払い出しを受けた団体について、ホームページ等で広報を行う。 

２ 常任委員会において、寄附件数と金額、払い出し件数と金額を報告し、承認を得る。 

３ 払い出しを受けた団体は、当該事業に係るチラシその他の広報物に、助成を受けている旨を明記し

なければならない。また、事業の会場には募金箱を設置し、寄附を募るよう努めなければならない。 

 

（附則） 

この要綱は、令和７年４月１日から施行する。 

この要綱は、令和７年１０月８日から改訂する。 


